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医
療
費
の
お
知
ら
せ
と
は
？

　

医
療
機
関
な
ど
で
診
察
を
受
け

た
記
録
が
記
載
さ
れ
た「
は
が
き
」

の
こ
と
で
す
。具
体
的
に
は
、受
診

年
月
、受
診
者
氏
名
、医
療
機
関
等

の
名
称
、医
療
費
の
総
額
、窓
口
支

払
相
当
額
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。「
国
民
健
康
保
険
」は
年
４

回
、「
後
期
高
齢
者
医
療
」は
年
２

回
発
送
さ
れ
ま
す
。

 

確
定
申
告
に
活
用
で
き
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
添
付
資
料
と
し

て
活
用
で
き
る
た
め
、大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
」に
つ
い
て
、２
月
発
送
分
に
は

前
年
12
月
診
療
分
の
明
細
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。別
途
医
療
機

関
な
ど
の
領
収
書
を
用
い
て
申
告

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

今
年
度
の
発
送
に
つ
い
て

　

順
次
発
送
予
定
で
す
。詳
し
く

は
、下
の
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

　

町
内
で
事
業
を
営
む
個
人
や
法

人
は
、令
和
６
年
１
月
１
日
時
点

の
償
却
資
産
の
所
有
状
況
を
税
務

室
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

償
却
資
産
と
は
、固
定
資
産
税

の
課
税
対
象
の
う
ち
土
地
・
家
屋

以
外
の
事
業
の
用
に
供
す
る
資
産

を
い
い
ま
す
。償
却
資
産
の
具
体

例
に
つ
い
て
は
下
の
表
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
５
年
度
以
前
に
申
告
し
た

人
や
、新
規
に
事
業
を
開
始
し
た

人
な
ど
に
は
12
月
上
旬
に
申
告
書

を
送
付
し
ま
す
。申
告
書
が
届
か

な
い
場
合
は
税
務
室
ま
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
方
法

　

税
務
室
窓
口
へ
持
参
、郵
送
ま

た
は
電
子
申
告（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
期
限

令
和
６
年
１
月
31
日
㊌

▼
申
告
・
問
い
合
わ
せ
先

税
務
会
計
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
８（
直
通
）

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

医
療
費
の
お
知
ら
せ

償
却
資
産
の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い

まちの鳥

償却資産の具体例
資産の種類 主な償却資産の例示

第一種
構築物

構築物 舗装路面、庭園、門・塀、緑化施設などの外構工事、看板（広告塔など）

建物付属設備 受変電設備、予備電源設備、中央監視設備、電力引込設備、ＬＡＮ設備など

第二種 機械および装置 各種製造設備などの機械および装置、クレーンなど建設機械、太陽光発電設備、
機械式駐車場設備

第三種 船舶 ボート、釣舟、漁船、遊覧船など

第四種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

第五種 車両および運搬具 大型特殊自動車（分類番号が「０」「００から０９」「０００から００９」「９」「９０から９９」
「９００から９９９」の車両）、構内運搬車など

第六種 工具、器具および備品 パソコン、陳列ケース、看板（ネオンサイン）、医療機器、測定工具、金型、理容
および美容機器、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機など

名　称 発送時期

後期高齢者医療保険
（年２回）

12～５月診療分
８月中旬発送

6月～11月診療分
２月中旬発送

国民健康保険
（年４回）

1～4月診療分
７月上旬発送

5～8月診療分
11月上旬発送

9～11月診療分
２月上旬発送

12月診療分
３月上旬発送

※発送時期はあくまでも目安です。到着が前後する場合もあります。
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環
境
と
近
隣
の
皆
さ
ま
へ
配
慮
を

野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　

屋
外
で
の
廃
棄
物
の
焼
却
行

為（
野
焼
き
）は「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」お
よ

び「
群
馬
県
の
生
活
環
境
を
保

全
す
る
条
例
」に
よ
り
、原
則
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。違
反
し
た
者

は
、5
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た

は
こ
の
併
科
に
処
さ
れ
ま
す
。

　

野
焼
き
は
、近
隣
の
住
民
に
迷

惑
を
か
け
、環
境
に
負
荷
を
与
え

る
の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

庭
木
の
剪
定
枝
な
ど
も
、焼
却

せ
ず
に
燃
え
る
ご
み
と
し
て
排
出

し
て
く
だ
さ
い
。

 

全
て
ダ
メ
な
の
？

　

野
焼
き
は
、次
の
場
合
に
限
っ

て
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。た
だ
し
、生
活
環
境
の
保
全
上

支
障
が
生
ず
る
な
ど
の
苦
情
が
あ

る
場
合
は
、指
導
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

①
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ

の
施
設
の
管
理
を
行
う
た
め
に

必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

②
震
災
、風
水
害
、火
災
、凍
霜
害

そ
の
他
の
災
害
の
予
防
、応
急

対
策
ま
た
は
復
旧
の
た
め
に
必

要
な
廃
棄
物
の
焼
却

③
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の

行
事
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃

棄
物
の
焼
却

④
農
業
、林
業
ま
た
は
漁
業
を
営

む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼

却
⑤
た
き
火
、そ
の
他
日
常
生
活
を

営
む
う
え
で
通
常
行
わ
れ
る
廃

棄
物
の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な

も
の

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

まちの鳥

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
の
お
知
ら
せ

計
画
的
に
出
し
ま
し
ょ
う

清
掃
セ
ン
タ
ー（
☎
23・０
４
６
０
）

へ
直
接
搬
入
す
る
場
合

　

年
末
年
始
は
大
変
混
雑
し
ま

す
。計
画
的
に
ご
み
を
出
し
ま

し
ょ
う
。

▼
休
業
日

12
月
30
日
㊏
〜
１
月
３
日
㊌

▼
搬
入
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

※
正
午
〜
午
後
１
時
は
除
く

▼
料
金　
10
ｋ
ｇ
当
た
り
２
２
０
円

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課　

住
民
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

区分・区域 年末最後 年始最初

燃えるごみ

明治地区
（㊊・㊍回収） 12月28日㊍ 1月4日㊍

駒寄地区
（㊋・㊎回収） 12月29日㊎ 1月5日㊎

燃えないごみ 12月20日㊌ 1月17日㊌

分別ごみ 12月27日㊌ 1月10日㊌

まちの花

　リサイクルの推進および不法投棄防止のために、町環境美化推進協議会協力
のもと、廃タイヤ・バッテリー・小型家電を回収します。

問い合わせ先　住民課 住民環境室　☎26-2245（直通）

廃タイヤ・バッテリー・小型家電の回収

▶期日　１２月１６日㊏
▶時間　9：00～11：00
▶場所　役場北駐車場（北側）

▶費用　廃タイヤ・バッテリーは有料、
　　　　小型家電は無料

※回収品目の詳細および搬入の注意事項は、回覧または町ホームページをご覧ください。

今月の納税今月の納税

納期限 12月25日㊊

納期限 １月４日㊍

固定資産税…………４期
国民健康保険税……６期

介護保険料………………６期
後期高齢者医療保険料…６期

コンビニエンスストア、ＬＩＮＥ Ｐａｙ、ＰａｙＰａｙ
でも納付できます。また、便利で確実な

口座振替もご利用ください。

　運転免許証の返納や心身機能の衰弱などの理
由により買い物が困難な世帯に対して、消耗品や
食料品などの買い物を代行し、日常生活の支援と
見守りを行います。

▶利用料　無料
　　　　　※物品の購入代金は自己負担です。

▶日　時　毎週㊌・㊍、９：00～１６：00
　　　　　※週１回まで利用可能です。

▶申請方法
申請書と誓約書兼同意書を介護高齢室に郵送ま
たは持参してください。申請書類は町ホームペー
ジからダウンロードできます。
※代理申請も可能です。

高齢者等買い物代行サービス

問い合わせ先
介護福祉課 介護高齢室
☎26-2247（直通）




